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減災と男女共同参画 研修推進センター 主催イベントのレポート 

 

東日本大震災から 10 年 ジェンダー視点で防災・減災を考える 連続学習・交流会 

 

第１回 防災・復興政策にジェンダー視点はどこまで反映されたのか？ 

 ～ 東日本大震災から熊本地震等を経て新ガイドラインへ ～ 

 

2021 年１～3 月にかけて、「東日本大震災から 10 年 ジェンダー視点で防災・減災を考

える 連続学習・交流会」をオンラインで開催し、多くの方にご参加いただきました。 

 今回は、その第１回（１月 22 日（金）18:30～20:30）「防災・復興政策にジェンダー視

点はどこまで反映されたのか？～ 東日本大震災から熊本地震等を経て新ガイドラインへ 

～」の概要を報告します。当日の報告者は当センター共同代表の浅野幸子です。 

           ※初掲載日：2021 年 5 月 11 日 

※差し替え：2021 年 6 月 11 日（内容の充実のため、加筆修正） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

はじめに、社会の大きな変化に合わせた防災対策の発想の転換の必要性について共有し

ました。今世紀に入り、急激な少子高齢化，単身世帯の増加，景気の低迷と非正規雇用者

の増加など，人々の暮らしの基盤である家族と仕事をめぐる環境変化と安定性が揺らいで

いる状況があり、それが、災害時の被害の拡大・復興の遅延要因にもなっているようです。

つまり、我が国の防災政策が確立した時期とは全く異なる社会状況が出現し、災害の影響

がより一層大きくなっているといえるでしょう。したがって、災害発生直後の緊急対応に

特化した防災対策では限界があり、人の多様性、暮らしの多様性に焦点を当てた防災政策

が求められていることを確認しました。 

実際、我が国の防災基本計画の総則にも「第３章 防災をめぐる社会構造の変化と対応」

として、「人口の偏在，少子高齢化，グローバリゼーション，情報通信技術の発達等に伴 い

我が国の社会情勢は大きく変化しつつある。国，公共機関及び地方公共団体 は，社会情勢

の変化に伴う災害脆弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対 策を推進するものとす

る。」「地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向

上を図るため、地方防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程及び

防災の現場における女性や高齢者・障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他の多

様な視点を取り入れた防災体制を確立する。」と明記されています。 

 実際はどうでしょうか？あとで述べるように、東日本大震災以降、国や自治体の防災政

策に男女共同参画（ジェンダー）の視点の導入が徐々に進められては来ましたが、いまだ

十分とは言えない状況です。 

「国内におけるジェンダー・多様性の視点から見た災害をめぐる諸課題」という表をご

覧ください。従来の災害対策では、こうした多様な問題が見過ごされる傾向にありました。

そして、こうした問題を引き起こす構造的な要因として、表の➄性別役割が強化されてし

まう問題、⑦意思決定に関わる男女比（防災・復興に意思決定の場に女性が十分参画でき

ていない）の問題があり、これらを解決しなければ、他の問題も解決が難しいと言えます。 
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こうした状況を打破するためには、緊急対応に特化する傾向のある、我が国の防災法制

そのものの見直しも必要ですが、日本のジェンダー・ギャップ指数が 153 ヵ国中 121 位と

いう数字に表れているように、世界的にみても男女格差の激しい社会そのものを変えてい

く必要があると思います。 

なお、防災・復興政策におけるジェンダー視点の導入の経緯に関して、国内外の比較で

きる形でまとめたので以下の年表です。国際動向からはかなり遅れた形で取り組みが行わ

れてきましたが、後述するように、新ガイドラインが 2020 年 5 月にでたことから、この内

容の現場への浸透が重要なカギとなっている状況です。 
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次に、ジェンダー視点からみた防災・復興政策の、現場レベルでの達成状況について見

ていきます。詳しいことをここでわかりやすくまとめることは難しいため、その一端をお

伝えする事しかできませんが、以下の大規模調査を比較すると、ある程度の進捗状況を確

認することができるでしょう。 

 

＜ジェンダー視点の防災・復興政策の取り組み状況がわかる調査＞ 

 

1:「防災分野における男女共同参画の推進に関する調査結果」 

2:「女性・地域住民からみた防災施策の在り方に関する調査」 

  （2008、全国知事会男女共同参画特別委員会） 

  http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/3bousai080326.PDF 

  http://www.nga.gr.jp/data/activity/saigaitaisaku/h20/1395984797158.html 

3:『防災・減災と男女共同参画：2019 年 2 月 1 日第 30 回社研シンポの 

  要旨；「2017 年度女性・地域住民からみた防災」』 

     （2019、大沢真理編、東京大学社会科学研究所発行） 

https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/issrs/issrs/pdf/issrs_66_01.pdf 

4:「男女共同参画の視点による震災対応状況調査」 

  （2012、内閣府男女共同参画局） 

  https://www.gender.go.jp/policy/saigai/jyoukyou.html 

5:「東日本大震災からの復興に関する男女共同参画の取組状況調査」 

  （2013、内閣府男女共同参画局） 

  https://www.gender.go.jp/policy/saigai/report2012FY/index.html 

6:「男女共同参画の視点による平成 28 年熊本地震対応状況調査」 

  （2017、内閣府男女共同参画局） 

  https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/kumamoto_h28_research.html 

 

自治体の平常時の備えについては、１・２の全国知事会調査（以下、2008 年調査）と、

その後継調査として行われた３の調査（以下、2017 年調査）を比較することで、東日本大

震災を挟んだ約 10 年の進捗を見ることができます（両調査とも、元千葉県知事の堂本暁子

さんが尽力）。 

また、大規模災害時の緊急対応から、避難生活、生活再建期の支援については、いずれ

も内閣府男女共同参画局がおこなった４・５の東日本大震災に関する調査と、６の熊本地

震に関する調査を比較することができます。 

 たとえば、３の全国知事会の協力も得て実施した 2017 年調査を見ると、自治体の避難所

のマニュアル・指針等の内容はだいぶ充実してきましたが、自治体によって差もあり、そ

の背景には、自治体の防災担当と福祉・教育担当などとの連携が不充分で、特に男女共同

参画担当と連携して自治体は２割に満たないといった状況があります。また、防災会議の

委員に女性が全くいない自治体と、１割以上いる自治体のあいだで、避難所のマニュアル・

指針等の内容にかなりの差がみられることも明らかになりました（後者がより充実）。 

 また、６の内閣府男女共同参画局による熊本地震における、自治体（被災自治体・応援

自治体）や民間団体の対応・支援状況に関する調査では、2013 年に策定された男女共同参

http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/3/3bousai080326.PDF
http://www.nga.gr.jp/data/activity/saigaitaisaku/h20/1395984797158.html
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/publishments/issrs/issrs/pdf/issrs_66_01.pdf
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/jyoukyou.html
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/report2012FY/index.html
https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/kumamoto_h28_research.html
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画の視点からの防災・復興の取組指針の存在の認識と活用の度合いが不充分であったこと、

防災担当職員および熊本地震の際の災害対策本部の女性の参画度合いが依然として低いこ

と、避難所の育児・介護・女性のニーズ（女性は、女性特有のものだけでなく家族ケアの

ニーズも多く抱えている）に関しても、災害対策本部からの指示が出されて対応したと答

えた被災自治体の割合は 16％代にとどまったことなどが明らかになりました。 

 なお、防災体制、災害対応体制における女性の参画度合いについて、東日本大震災時と

比較した表を示します。 
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こうした現状と、ここ数年で頻発した大規模な風水害の発生なども踏まえて、2013 年に

策定された「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」（旧ガイドライン）を改定

する形で、2020 年 5 月に「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの

防災・復興ガイドライン～」（新ガイドライン）が策定されました（ちなみに、筆者は新ガ

イドライン検討会の座長を務めさせていただきました）。 

新ガイドラインの項目は表の通りですが、その内容と特徴は、2020 年 10 月にまとめた

記事をまとめていますので、以下の URL をクリックしてお読みいただければと思います。 

http://gdrr.org/2020/10/1602/ 
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なお、いくつか論点をピックアップすると、たとえば、平常時の備えについては、新ガ

イドライン第２部の「３.地域防災計画の作成・修正」において、地域防災計画における男

女共同参画部局・男女共同参画センターの役割が改めて明記されました。「15.災害対策本

部」でも災害対策本部の中で男女共同参画担当部局や男女共同参画センターの職員の意志

が反映される体制づくりを求めています。これは、前述の通り、内部連携の不足や女性の

参画の遅れが、政策や災害対応の質に現れたためです。 

 また、「13.男女別データの収集・分析」に関しては、便利帳に男女別統計チェックシー

トを用意し、より具体的な取り組みにつながるようにしました。 

「25．保健衛生・栄養管理」では、これまで見落とされがちだった栄養支援についても

言及し、やはり後回しにされがちな妊産婦・母子支援への目配りも求めました。「27．子供

や若年女性への支援」も新たな項目として入りました。災害が起きると、保護者や大人た

ちは災害対応に追われ、子供や若年層に注意を向けるのが難しくなる傾向にあり、特に若

年女性は複雑な状況を抱えている可能性があるためです。 

また、新ガイドラインの策定に合わせて、国の防災基本計画における記述も強化され、

特に、自治体の危機管理担当と男女共同参画担当の連携が強調されました。 

なお、国の防災基本計画の修正版（令和 2 年 5 月）における男女共同参画・多様性に関

する部分の抜粋は、筆者が執筆した以下の記事からご覧いただけます。 

http://gdrr.org/2020/10/1607/ 

 

以上が、第 1 回の学習会の概要となります。防災・復興政策への男女共同参画の視点の

導入は一定程度進んだものの、自治体によってかなり差があること、災害対応の実際の場

面では、まだまだ課題が多いことも明らかになりました。着実に改善を進めるためにも、

新ガイドラインの普及と定着は不可欠です。 

なお、本ガイドラインの内容は、2020 年度に策定された国の第５次男女共同参画基本計

画にも反映されています。自治体の施策に大きな影響を与える、国の防災基本計画および

第５次男女共同参画基本計画を根拠としながら本ガイドラインが活用されることで、より

実際的な対策が進むことが期待されます。 

 

（文責：減災と男女共同参画 研修推進センター 共同代表 浅野幸子） 
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